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その他の事業

や百金・|
コミュニティカフェきらやま茶屋 生活支援ハウス
障がい者のための就労の場を創出すると共|と、退職後の元気

高齢者やひとり暮らし高齢者の集いの場、子育て中の母親等の

集いの場として、楽し<集えるコ整ユニティカフェを提供します。

【営業時間】 11:30～ 14:30

【定休日】 土躍日、日l選日、年末年始 (12/30～ 1/3)

【場 所】 三方駅舎内

小規模多機能ホーム

地域に密着した福祉の叡と点づ<りと、きめ細かな福祉サービスの

提供を目指し、地域のみなさまこともに小規模多機能ホームを運営

しています。      小規模多機能ホーム
きやま虹の家

生きいきふれあい館

ゲートボールやグラウンドゴルフ、少年野球などのスポーツクラブ

等|こもご利用いただけます。また、隣の地域福祉センター泉で

休憩や食事をとることもできます。住民のみなさま同士のふれあ

いC憩いの場として利用しやすいよう環境整備を行つていきます。

高齢等のため居宅にあいて独立して生活することに不安がある

方|こ、惨要期間居室をご利用いただき、退居後は自立した生沼

が送れるように支援します。

対象となる方

若狭町在住の方(原員」)

0ああぬね60歳以上の方

0ご家族の援助を受けることが困難な方

●自立して生活できる方

小規模多機能ホーム

至ミュニティカフェ
きらやま茶屋

/ 氏

ー

きやま虹の家
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地域福祉事業のご紹介
若狭町社会福祉協議会

事業P所等 郵便番号 住 所 電話番号 FAX番号

パレア若狭本所 919-1541 若狭町井崎 18-18 0770-62-9005 0770-62-1725

いずみ事業所 919-1316 若狭町井崎 4080 0770-45-2837 0770-45-1313

五湖の郷事業所 919-1462 若狭町園井 24-2 0770-46-1212 0770-46-1200

コミュニティカフェきらやま茶屋 919-1303 若狭町三方 3953 0770-45-1661 0770-45-1662

小規模多機能ホームきやま虹の家 919-1301 若狭時気山 231-17 0770-45-2833 0770-45-2860

若狭町斎場 【24時間受付】 919-1305 若狭町北前川 64-4-61 0770-45-1701 0770-45-1705
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助け合い支え合う地域づくリメチ
ま  ち

『みんなが支え合い、すべての人が幸せを感じられる、心地よい地域 (まち)づ<り』
を目指し、さまざまな事業を展開しています。

モ
外出の支援

心配ごと相談

パレア若狭ま溜ま地域福祉センター泉にあいて、毎月

第 2火躍日の午前に、町内外を問わず住民の方が抱

える生活上のあらゆる悩みに文ヽごして、心配ごと相談員

が相談に応じます。
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地域福祉活動の推進

小地域福祉活動推進事業

地域住民が無理な<、 さりげな<、

普段の暮らしの延長で取り組める

活動として、小地域福祉活動を

推進しています。

・小地戦福祉活動推進指定事業

・集落活動への支援 など

ボランティアセンターの運営

福祉委員活動推進事業

各集落に1名以上福祉委員を配

置しています。他の福祉関係者

と連携しながら、各区域内の福

祉汚動のIすんSt役あよび福祉

ニーズの情報収集役となるよう、

福祉委員活動の推進と支援を

行つています。

社協内にボランテイアセンターを設置。さまざまな研修や講座、交流など

を通して、ポランテイア活動の推進・普及に努めています。

==~一

地域で支える送迎サービス

高齢者や障がいのある方の移動手段確保のため、地域

内の支え合いボランテク による送迎支援を推進してい

ます。このような渚動を行うボランテイアに対して福祉

車両を賞出します。

福祉車両貸出事業

外出のための公共サービスや民間サービスの利用が困難

な方へ福祉車両を貸出します。

介護用品に関すること

ボランティア活動の啓発

ボランテイアに取り組ぬきぬ けづ<ι)

を目的として、個人や集落等でボラン

ティア活動に取り組んでもらえるよう

に啓発していきま硯

ボランテイア活動の支援
ボランティア登録、斡旋

家屋補修支援事業

福祉教育の推進

共同募金運動の推進

ボランテイア活動に関心のある方や、

実際に活動されている方を対象に、

ボランテイア活動の充実を目指して、

講座を開催しています。

災害に備えた地域住民・各関係機関・

団体等のネットワークづ<りを目的に設

立。平常時より迅速に動くことのでき

る体制をつくることで、災害E強い地

助づ<りを目子旨します。

ボランテイア出前講座の開催    若狭町災害ボランティアセンター連絡会
介護用品無料貸出事業

一定の条件を満たした、在宅高齢者・障がいのある海。病気療養者等に対し、 F

車いすや電動ベッドを無料で貸出します。

相談の支援

無料法律相談

/彬ア巷狭または地域福祉センター泉にあいて、毎

月第 2火躍日の午後に、法律|こ関オ9る悩みに対して、

弁護主が相談に応じます。ご利用にあたつての相談

料は無料です。

共同募金|こ参加・協力していただ1するよう、住民の皆さまからのさまざまな要望をもこに、

地域に根ざした身近な募金活動となるよう取り組んであります。

生活が困難な方への支援 ∴ 全題
日常生活自立支援事業

高齢者や障がいのあるんなどが地域で安心して生活を送ることができるよう、福祉サービスの利用手続きや日常的な

金銭管理などのあ手伝いを行つています。
共同募金委員会・審査委員会の設置運営

地域の要望をもと|こ、その必要性を審査し、募金計画、

評価、見直しをしています。また、風む成金事業の審査も

行つています。

生活福祉資金
低所得世帯や障がい者世帯などを対象

に、その世帯の生透の安定と経済的自

立を図る事を目的に、資金を貸付してい

ます。

・総合支援資金

・福祉資金

・教育支援資金

・不動産担保型生活資金

たす |サあい金庫

巷狭町|こ在住する生活困窮者の方に

生活費の一部を無利子で一時的に貸

イ寸しています。申し込みにあたっては民

生委員児童委員の所見が必要です。

緊急食糧支援事業

若狭町に在住する生活困嘉者の方を

対象に食糧を配分するとともに、自立

防 生活ができるよう相談支援を行つ

ています。募金の主な使い道

一般募Ω鋤成金

・地域を良<するプロジェクト

・小地域福祉活動推進指定事業

・遊具助成事業

。きらリアート展

・要援護者支援調査

歳末たすけあい助成金

・障がい児クリスマス会

・福寿すまいる事業

・はつびい届け弁当事業
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	⑧地域福祉事業パンフレット（外） (1)
	⑧地域福祉事業パンフレット（内） (1).pdf

